
 

 

（写） 

龍ケ崎市部設置条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和８年３月１９日 

                                               龍ケ崎市長 萩 原  勇 

 

龍ケ崎市条例第３号 

龍ケ崎市部設置条例等の一部を改正する条例 

 （龍ケ崎市部設置条例の一部改正） 

第１条 龍ケ崎市部設置条例（令和４年龍ケ崎市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規

定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置

く。 

 (1) 

 ～       省  略 

 (3) 

 (4) こども未来部 

 (5) 

 (6)      省  略 

 (7) 

（分掌事務） 

第２条 前条の部の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1)     省  略 

 (2)     省  略 

 (3) 福祉部 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規

定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置

く。 

 (1) 

 ～       省  略 

 (3) 

 

 (4) 

 (5)      省  略 

 (6) 

 （分掌事務） 

第２条 前条の部の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1)     省  略 

 (2)     省  略 

 (3) 福祉部 



 

 

  ア    省  略 

  イ    省  略 

  

 

 

  ウ 障がい者福祉（児童発達支援センターに関することを除く。）

に関すること。 

  エ    省  略 

 (4) こども未来部 

  ア 子育て支援及び女性政策の推進に関すること。 

  イ 児童福祉に関すること。 

  ウ 幼児教育及び保育並びに放課後児童健全育成事業に関するこ

と。 

  エ 児童発達支援センターに関すること。 

 (5) 健康スポーツ部 

  ア 健康増進及び健康づくりの推進、疾病対策並びに地域医療に

関すること。 

 

  イ 介護保険（第３号イに含まれる部分を除く。）に関すること。 

  ウ    省  略 

  エ    省  略 

 (6)     省  略 

 (7)     省  略 

  ア    省  略 

  イ    省  略 

  ウ 児童福祉及び子育て支援に関すること。 

  エ 幼児教育及び保育並びに放課後児童健全育成事業に関するこ

と。 

  オ 障がい者福祉に関すること。 

 

  カ    省  略 

 

 

 

 

 

 

 (4) 健康スポーツ部 

  ア 健康増進及び健康づくりの推進に関すること。 

 

  イ 疾病対策及び地域医療に関すること。 

  ウ 介護保険（前号イに含まれる部分を除く。）に関すること。 

  エ    省  略 

  オ    省  略 

 (5)     省  略 

 (6)     省  略 

（龍ケ崎市男女共同参画推進委員会設置条例の一部改正） 

第２条 龍ケ崎市男女共同参画推進委員会設置条例（平成８年龍ケ崎市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 



 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、こども未来部こども女性政策課において処

理する。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、市民経済部地域づくり推進課において処理

する。 

（龍ケ崎市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第３条 龍ケ崎市子ども・子育て会議条例（平成２５年龍ケ崎市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来部こども女性政策課

において処理する。 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉部こども家庭センターにお

いて処理する。 

（龍ケ崎市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正） 

第４条 龍ケ崎市予防接種健康被害調査委員会条例（平成２６年龍ケ崎市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康スポーツ部健康増進課において処理す

る。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康スポーツ部医療対策課において処理す

る。 

（龍ケ崎市感染症対策委員会条例の一部改正） 

第５条 龍ケ崎市感染症対策委員会条例（平成２６年龍ケ崎市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康スポーツ部健康増進課において処理す

る。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康スポーツ部医療対策課において処理す

る。 

付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


